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厚生・産業常任委員会 

 

◎ 開催日時  平成 27 年３月６日（金） 11 時 14 分～15 時 01 分 

 

◎ 開催場所  第四委員会室 

 

◎ 説 明 員  健康医療福祉部長、病院事業庁長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【健康医療福祉部所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 62 号 平成 26 年度滋賀県一般会計補正予算（第６号）のうち健康医療福祉部所管部

分について 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

（２）議第 18 号 滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

（３）議第 19 号 滋賀県難病の患者に対する医療等に関する法律第 47 条の規定に基づく過料 

に関する条例案 

［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

（４）議第 21 号 滋賀県民生委員の定数を定める条例案 

［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

（５）議第 23 号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案 

（６）議第 31 号 滋賀県子育て支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例案 

議第 32 号  滋賀県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例案 

議第 33 号 滋賀県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例案 

議第 34 号 滋賀県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例案 

議第 36 号 滋賀県介護予防基盤強化基金条例の一部を改正する条例案 

議第 65 号 滋賀県地域自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例案 

［結果］  議第 31 号から議第 34 号まで、議第 36 号および議第 65 号の６議案につい

ては全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

（７）議第 41 号  滋賀県児童福祉法第 62 条の６の規定に基づく過料に関する条例の一部を改

正する条例案 

［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

（８）議第 66 号 滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および 

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案 

［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

（９）議第 67 号  滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ 

く指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例案 
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   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

    委員からは、まずは関係者の意見を聞き、県としての明確な方向性や指針を今後詰めて 

いただきたい、との意見が出された。 

（10）議第 68 号 滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに 

運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案 

   ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

２ 所管事項調査 

（１）滋賀県リハビリテーション推進計画（案）について 

委員からは、2025 年に向かって、大変大事なリハビリテーションの推進体制となるの

で、間違いのないように計画的に進めていただきたい、との意見が出された。 

（２）レイカディア滋賀高齢者福祉プラン（案）について 

    委員からは、今後、介護保険料を払えないとか、さまざまな問題が起こる可能性があ

るので、まずは健康寿命の延伸や予防を柱の中心にして、そのためにどうしていくのか

という取り組みが重要である、などの意見が出された。 

（３）滋賀県障害者プラン（案）について 

委員からは、障害児の通所系のサービスが増加しているとのことだが、地域との協調

については、十分に配慮していただきたい、との意見が出された。 

（４）国民健康保険の都道府県移行について 

（５）次期淡海子ども・若者プラン（案）について 

（６）次期滋賀県児童虐待防止計画（案）について 

（７）次期滋賀県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する基本計画（案）につい       

  て 

 

３ 一般所管事項調査 

   委員からは、次年度予算に計上されている介護等の場における知的障害者就労促進事業

について、自立を目指して仕事をしたい障害者の方が実際に就労できるように、県として、

もっと民間の諸団体も含めて関係機関が一体となって、そうした働く場づくりに取り組ん

でもらいたい、などの意見が出された。 

 

４ 意見書（案） 

「要支援高齢者に対する介護保険サービスの継続を求める意見書（案）」については、

意見が分かれたため、委員会としての提出は困難なことから、各会派で判断することとな

った。 

 

【病院事業庁所管分】 

５ 所管事項調査 

（１）第三次滋賀県立病院中期計画の中間見直し（案）について 

 

６ 一般所管事項調査 
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 委員会で配付された資料  

１ 平成 26 年度２月補正予算主な事業概要（国補正関連） 健康医療福祉部 

２ 平成 27 年２月定例会議厚生・産業常任委員会条例案資料 健康医療福祉部 

３ 「滋賀県リハビリテーション推進計画」の策定について 

４ 滋賀県リハビリテーション推進計画（案）概要 

５ 滋賀県リハビリテーション推進計画（案） 

６ 「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」計画案（概要版） 

７ レイカディア滋賀高齢者福祉プラン 計画案 

８ 滋賀県障害者プラン（案） 

９ 国民健康保険の都道府県移行について ～国保基盤強化協議会のとりまとめ～ 

10 淡海子ども・若者プラン（案） 

11 滋賀県児童虐待防止計画（案） 

12 滋賀県配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画（案） 

13 第三次滋賀県立病院中期計画の中間見直し（案）について 

14 第三次滋賀県立病院中期計画（最終修正案） 

 


